
１％ 

０．５％ 

２５万円 

１５０万円 

１～６年目 

控除期間 

６年間 

３，０００万円以下の部分 

平成１２年に居住の用に 
供した場合 

７月１日から１２月３１日 
までの居住分 

２，０００万円超 
３，０００万円以 
下の部分 

２，０００万円 
以下の部分 

住宅ローンの 
年末残高 

平成１３年に居住の用に供した場合 

改正後 

区 分 

控除対象の基となる 
住宅ローンの年末残高 

控 除 率 

ト ー タ ル の 
最 大減税額 

各年の控除限度額 

控 除 期 間 

０．７５％ ０．５％ 

３７．５万円 ２５万円 

５８７．５万円 

１２～１５年目 ７～１１年目 

控除期間 

１５年間 

５，０００万円以下の部分 

１月１日から６月３０日 
までの居住分 

１～６年目 

１％ 

５０万円 

５，０００万円 
以下の部分 

住宅ローンの 
年末残高 

不
動
産
を
取
得
す
る
と
き
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全
宅
保
証
の
業
務
と
し
て
宅

地
建
物
取
引
業
法
で
定
め
ら
れ

た
研
修
業
務
に
つ
い
て
は
、
本
年

度
か
ら
新
た
に
研
修
業
務
の
一
環

と
し
て
、広
報
紙
「
リ
ア
ル
パ
ー
ト

ナ
ー
」
を
活
用
し
た
「
リ
ア
ル
パ
ー

ト
ナ
ー
紙
上
研
修
編
」の
発
行
を

行
う
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
 

　
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、従

来
の
研
修
会
の
受
講
状
況
が
あ

ま
り
芳
し
く
な
い
状
況
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
も
っ
と
よ
り
多

く
の
会
員
の
宅
地
建
物
取
引
業

に
関
す
る
知
識
習
得
に
役
立
て
て

い
た
だ
き
た
い
と
い
う
考
え
か
ら
、

全
会
員
に
行
き
渡
る
広
報
紙
を

活
用
し
た
紙
上
で
の
研
修
を
行

う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
 

　
紙
上
研
修
で
扱
っ
て
い
く
テ
ー

マ
に
つ
い
て
は
、宅
地
建
物
取
引
業

法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
研
修
業
務

を
行
う
対
象
が
、取
引
主
任
者
、

宅
地
建
物
取
引
業
に
従
事
す
る
者
、

従
事
し
よ
う
と
す
る
者
と
幅
広
い

こ
と
か
ら
、研
修
テ
ー
マ
も
基
礎

的
な
こ
と
の
復
習
か
ら
、最
近
の

宅
地
建
物
取
引
業
に
関
す
る
新

し
い
テ
ー
マ
ま
で
幅
広
く
掲
載
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
 

　
な
お
、従
来
か
ら
行
わ
れ
て
い

る
研
修
会
に
つ
い
て
も
、紙
上
研

修
と
併
せ
て
積
極
的
に
受
講
し
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
 

１５ 
年
間
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
制
度
が
 

半
年
延
長
さ
れ
ま
し
た
。 

　
個
人
が
、
住
宅
の
新
築
も
し
く
は
取
得
ま
た
は
増
改
築
を
し
て
、
平
成

１３
年
１２
月
３１
日
ま
で
の
間
に
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
お
い
て
、返
済

期
間
１０
年
以
上
の
住
宅
ロ
ー
ン
を
有
す
る
こ
と
、家
屋
の
床
面
積（
登
記
簿

の
面
積
）が
５０ 
㎡
以
上
で
あ
る
こ
と
、そ
の
他
一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、

そ
の
居
住
年
か
ら
６
年
間（
居
住
年
が
平
成
１１
年
ま
た
は
１２
年
で
あ
る
場

合
は
、１５
年
間
）、年
末
の
住
宅
ロ
ー
ン
残
高
に
応
じ
て
毎
年
一
定
額
を
所
得

税
額
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。
 

　
改
正
後
は
、景
気
対
策
の
観
点
か
ら
、平
成
１３
年
１
月
１
日
か
ら
同
年

６
月
３０
日
ま
で
の
間
に
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、平
成
１１
年
、

１２
年
に
居
住
し
た
場
合
と
同
様
の
大
幅
な
減
税
措
置（
１５
年
間
に
わ
た
り
、 

５，
０
０
０
万
円
以
下
の
ロ
ー
ン
残
高
の
一
定
割
合
を
税
額
控
除
す
る
減
税

措
置
）が
適
用
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

住
宅
ロ
ー
ン
の
借
入
先
で
あ
る
 

一
定
の
金
融
機
関
の
範
囲
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。 

　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
対
象
と
な
る
借
入
先
の
範
囲
に
、当
初
の
住
宅
ロ
ー

ン
の
借
入
先
で
あ
る
一
定
の
金
融
機
関
等（
当
初
の
適
格
金
融
機
関
等
）か

ら
そ
の
住
宅
ロ
ー
ン
に
係
る
債
権
の
譲
渡
等
を
受
け
た
一
定
の
者（
一
定
の
要

件
の
下
で
そ
の
住
宅
ロ
ー
ン
に
係
る
債
権
の
管
理
・
回
収
等
の
業
務
を
当
初

の
適
格
金
融
機
関
等
に
委
託
等
を
し
て
い
る
も
の
に
限
り
ま
す
）を
加
え
る

こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
こ
れ
に
よ
り
、住
宅
ロ
ー
ン
債
権
の
譲
渡
が
あ
っ
た
場
合
で
も
引
き
続
き

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

 

創刊に 
あたって 

こ
う
な
っ
た
不
動
産
の
税
制
①
 

平
成
１２
年
度
 

【
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
】 

創刊号 



①
土
地
の
評
価
額
の
1
／
3
を
課
税
標
準
と
す
る
特
例
 

　
土
地
に
関
す
る
登
記
の
う
ち
、課
税
標
準
が
不
動
産
の
価
額
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、

　
課
税
標
準
を
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
登
録
価
格
の
１
／
３
と
す
る
措
置
 

③
特
定
の
民
間
都
市
開
発
事
業
等
の
用
に
供
す
る
土
地
を
 

 
取
得
し
た
場
合
の
所
有
権
の
移
転
登
記
 

②
共
有
物
の
分
割
に
よ
る
不
動
産
の
所
有
権
の
移
転
登
記
 

分
筆
登
記
前
の
共
有
持
分
に
応
ず
る
部
分
以
外
の
部
分
を
取
得
し
た
場
合
の
税
率
 

６
／
１，
０
０
０
↓
改
正
後
は
５０
／
１，
０
０
０（
平
成
１２
年
４
月
１
日
以
後
に
受
け
る
登
記
） 

適
用
期
限
が
３
年
延
長
さ
れ
、平
成
１５
年
３
月
３１
日
ま
で
と
さ
れ
ま
し
た
。
 

税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
 

１２
／
１，
０
０
０
↓
改
正
後
は
１６
／
１，
０
０
０
 

適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、平
成
１４
年
３
月
３１
日
ま
で
と
さ
れ
ま
し
た
。
 

２
年
間
の
措
置
と
し
て
税
率
が
軽
減
さ
れ
ま
し
た
。
 

５０
／
１，
０
０
０
↓
改
正
後
は
３０
／
１，
０
０
０
 

（
平
成
１２
年
４
月
１
日
〜
平
成
１４
年
３
月
３１
日
） 

不
動
産
取
得
税
は
、不
動
産
を
取
得（
有
償
・
無
償
を
問
い
ま
せ
ん
）し
た
と
き
に
、

そ
の
取
得
者
に
対
し
て
、そ
の
不
動
産
の
所
在
地
の
都
道
府
県
が
課
税
す
る
税

金
で
す
。
た
だ
し
、相
続
に
よ
る
取
得
は
非
課
税
で
す
。
税
額
は
、原
則
と
し
て
固

定
資
産
税
評
価
額（
宅
地
に
つ
い
て
は
、そ
の
1
／
2
の
金
額
）の
4
％（
住
宅
は

3
％
）相
当
額
で
す
。
 

住
宅
や
住
宅
用
地
に
つ
い
て
は
、次
の
よ
う
な
控
除
額
や
減
税
措
置
が
あ
り
ま
す
。
 

①
床
面
積
な
ど
所
定
の
要
件
を
満
た
す
住
宅
に
つ
い
て
は
、評
価
額
か
ら
築
年

数
に
応
じ
た
控
除
額（
1，
2
0
0
万
円
か
ら
2
3
0
万
円
ま
で
の
6
段
階
）が

控
除
さ
れ
ま
す
。例
え
ば
、床
面
積
要
件
を
満
た
す
新
築
住
宅
の
取
得
に
つ
い
て
は
、

評
価
額
か
ら
1，
2
0
0
万
円
が
控
除
さ
れ
ま
す
。
 

②
住
宅
用
地
に
つ
い
て
の
税
額
は
、原
則
と
し
て
評
価
額
の
3
％
相
当
額
と
な
り

ま
す
。
 

③
床
面
積
な
ど
所
定
の
要
件
を
満
た
す
住
宅
の
敷
地
に
つ
い
て
は
、住
宅
の
床
面

積
の
2
倍（
2
0
0
㎡
が
限
度
）ま
で
の
土
地
の
面
積
に
対
応
す
る
税
額
を
減
額

す
る
措
置
が
あ
り
ま
す
。
 

登
録
免
許
税
は
、不
動
産
を
取
得
し
て
所
有
権
の
取
得
に
関
す
る
登
記
を
す
る

場
合
に
納
め
る
税
金
で
す
。
例
え
ば
、所
有
権
の
移
転
登
記
を
す
る
場
合
、固
定

資
産
税
評
価
額
（
土
地
に
つ
い
て
は
、そ
の
1
／
3
の
金
額
）に
次
の
税
率
を
乗

じ
て
税
額
を
計
算
し
ま
す
。
 

売
買
・
交
換
…
50
／
1，
0
0
0
　
贈
与
…
25
／
1，
0
0
0
　
 

相
続
…
6
／
1，
0
0
0
　
住
宅
の
特
例（
注
）…
3
／
1，
0
0
0
 

（
注
）自
分
の
住
宅
と
し
て
使
用
す
る
床
面
積
50
㎡
以
上
、中
古
住
宅
は
築
20
年（
マ

ン
シ
ョ
ン
は
25
年
）
以
内
、取
得
後
1
年
以
内
の
登
記
、住
宅
用
家
屋
証
明
書
の

添
付
が
要
件
で
す
。
 

④
不
動
産
特
定
共
同
事
業（
任
意
組
合
型
）の
関
係
 

　
不
動
産
特
定
共
同
事
業（
任
意
組
合
型
）の
事
業
者
が
取
得
す
る
一
定
の
不
動
産
に
係

　
る
所
有
権
の
移
転
登
記（
税
率
を
３０
／
１，
０
０
０
と
す
る
軽
減
措
置
） 

適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、平
成
１４
年
３
月
３１
日
ま
で
と
さ
れ
ま
し
た
。
 

⑤
不
動
産
特
定
共
同
事
業（
匿
名
組
合
型
）の
関
係
 

　
不
動
産
特
定
共
同
事
業（
匿
名
組
合
型
）の
事
業
者
が
取
得
す
る
一
定
の
不
動
産
に
係

　
る
所
有
権
の
移
転
登
記
 

⑥
特
定
目
的
会
社（
S
P
C
）の
関
係
 

　
特
定
目
的
会
社
が
資
産
流
動
化
計
画
に
基
づ
き
特
定
資
産
を
取
得
し
た
場
合
の
所

　
有
権
の
移
転
登
記
等
に
対
す
る
税
率
の
軽
減
措
置
 

　
イ
　
所
有
権
の
移
転
登
記
　
２５
／
１，
０
０
０
 

　
ロ
　
質
権
ま
た
は
抵
当
権
の
移
転
登
記
　
１
／
１，
０
０
０
 

適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、平
成
１４
年
３
月
３１
日
ま
で
と
さ
れ
ま
し
た
。
 

【
登
録
免
許
税
】 

項
　
　
目
 

改
正
後
の
内
容
 

①
宅
地
の
課
税
標
準
を
評
価
額
の
1
／
2
と
す
る
特
例
 

　
平
成
９
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
１１
年
１２
月
３１
日
ま
で
の
取
得
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
 

適
用
期
限
が
３
年
延
長
さ
れ
ま
し
た
。
宅
地
及
び
宅
地
比
準
土
地
の
取
得
が
、平
成
１２

年
１
月
１
日
か
ら
平
成
１４
年
１２
月
３１
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
場
合
は
、課
税
標
準
を
価
格（
評

価
額
）の
１
／
２
と
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。
 

【
不
動
産
取
得
税
】 

項
　
　
目
 

改
正
後
の
内
容
 

移転登記 

（第３種郵便物認可） （2） 



 

【
特
別
土
地
保
有
税
】 

項
　
　
目
 

改
正
後
の
内
容
 

①
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
の
関
係
 

　
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約（
匿
名
組
合
型
）に
よ
り
事
業
者
が
取
得
す
る
一
定
の
土

　
地
に
係
る
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
 

非
課
税
措
置
が
平
成
１２
年
４
月
１
日
か
ら
2
年
間
に
限
り
講
じ
ら
れ
ま
し
た
。
 

適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、平
成
１４
年
３
月
３１
日
ま
で
と
さ
れ
ま
し
た
。
 

②
特
定
目
的
会
社（
Ｓ
Ｐ
Ｃ
）の
関
係
 

　
特
定
目
的
会
社
が
資
産
流
動
化
計
画
に
基
づ
き
取
得
す
る
一
定
の
土
地
に
係
る
土
地

　
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
の
非
課
税
措
置
 

③
優
良
宅
地
開
発
の
促
進
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
の
関
係
 

　
大
都
市
地
域
に
お
け
る
優
良
宅
地
開
発
の
促
進
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
に
基
づ
く
宅

　
地
開
発
事
業
に
よ
る
公
益
的
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
に
係
る
特
別
土
地
保
有
税

　
の
非
課
税
措
置
 

廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
 

当
該
不
動
産
の
価
格
の
１
／
５
相
当
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
特
例
措
置
が
平
成
１２

年
４
月
１
日
か
ら
２
年
間
に
限
り
講
じ
ら
れ
ま
し
た
。
 

③
特
定
市
街
化
区
域
農
地
に
建
築
し
た
貸
家
住
宅
の
特
例
 

　
三
大
都
市
圏
の
特
定
市
の
市
街
化
区
域
農
地
を
転
用
し
て
新
築
し
た
一
定
の
貸
家
住

　
宅
に
係
る
減
額
措
置（
１
／
１０
相
当
額
の
減
額
） 

廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
 

④
不
動
産
特
定
共
同
事
業
の
関
係
 

　
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約（
匿
名
組
合
型
）に
よ
り
事
業
者
が
取
得
す
る
一
定
の
不

　
動
産
に
係
る
不
動
産
取
得
税
 

⑤
特
定
目
的
会
社（
S
P
C
）の
関
係
 

　
特
定
目
的
会
社
が
資
産
流
動
化
計
画
に
基
づ
き
取
得
す
る
一
定
の
不
動
産
に
係
る
課

　
税
標
準
の
特
例
措
置（
不
動
産
の
価
格（
評
価
額
）の
１
／
２
相
当
額
を
価
格
か
ら
控

　
除
す
る
特
例
） 

適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
、平
成
１４
年
３
月
３１
日
ま
で
と
さ
れ
ま
し
た
。
 

②
買
取
仲
介
に
係
る
特
例
 

　
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
一
定
の
住
宅
と
そ
の
用
地
を
居
住
者
で
あ
る
個
人
か
ら
取
得
し
、

　
そ
れ
を
他
の
個
人
に
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
譲
渡
し
た
場
合
の
減
額
措
置（
自

　
ら
居
住
す
る
個
人
に
対
す
る
住
宅
と
そ
の
用
地
に
係
る
減
額
措
置
と
同
等
の
減
額
措
置
） 

廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
 

特
例
措
置
 

（第３種郵便物認可） （3） 

特
別
土
地
保
有
税
は
、土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
税
す
る
も
の
と
土
地
の
保
有

に
対
し
て
課
税
す
る
も
の（
保
有
期
間
が
10
年
を
超
え
る
も
の
は
除
き
ま
す
）と

の
2
種
類
か
ら
な
る
市
町
村
税
で
す
。
た
だ
し
、基
準
面
積
未
満
の
土
地
に
つ
い

て
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
し
、非
課
税
と
な
る
も
の（
5
0
0
㎡
未
満
の
住
宅
用
地

な
ど
）が
あ
り
ま
す
。
 

（
注
）基
準
面
積
 

①
東
京
23
区
内
及
び
指
定
都
市
の
区
の
区
域
…
同
一
区
内
に
つ
き
2，
0
0
0
㎡
 

②
都
市
計
画
区
域
の
あ
る
市
町
村
…
同
一
市
町
村
内
に
つ
き
5，
0
0
0
㎡
 

③
そ
の
他
の
市
町
村
…
同
一
市
町
村
内
に
つ
き
1
0，
0
0
0
㎡
 



①
不
動
産
等
に
係
る
税
額（
②
か
ら
④
を
除
き
ま
す
） 

 ②
不
動
産
等
の
割
合
が
７５
％
以
上
の
 

　
場
合
の
不
動
産
等
に
係
る
税
額
 

 ③
緑
地
保
全
地
区
等
の
土
地
に
係
る
税
額
 

 ④
計
画
伐
採
立
木
の
割
合
が
３０
％
以
上
の
 

　
場
合
の
当
該
立
木
に
係
る
税
額
 

 ⑤
不
動
産
等
以
外
の
財
産
に
係
る
税
額
 

①
立
木
の
割
合
が
３０
％
超
の
場
合
の
立
木
に
係
る
税
額
 

　（
③
を
除
き
ま
す
） 

 ②
緑
地
保
全
地
区
等
の
土
地
に
係
る
税
額
 

 ③
計
画
伐
採
立
木
の
割
合
が
３０
％
以
上
の
場
合
の
 

　
当
該
立
木
に
係
る
税
額
 

 ④
そ
の
他
の
財
産
に
係
る
税
額
 

【
相
続
税
】 

非
居
住
者
が
相
続
し
た
 

国
外
財
産
の
課
税
財
産
へ
の
追
加
 

日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
て
い
な
い
相
続
人
等
又
は
受
贈
者
で

日
本
国
籍
を
有
す
る
者
の
う
ち
、一
定
の
者
が
取
得
し
た
国
外
財

産
を
相
続
税
ま
た
は
贈
与
税
の
課
税
対
象
に
加
え
る
こ
と
と
さ

れ
ま
し
た（
租
税
負
担
回
避
行
為
の
防
止
）。
 

リ
ア
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
紙
上
研
修
編
に
つ
い
て
の
ご
質
問
は
、お
手
数
で
は
ご

ざ
い
ま
す
が
、文
書
に
て
ご
送
付
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
 

〈
ご
送
付
先
〉
 

〒
一
〇
一
‐
〇
〇
三
二
 

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
二
丁
目
六
番
三
号
 

（社）
全
国
宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
　
紙
上
研
修
担
当
宛
 

次
号
リ
ア
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
紙
上
研
修
編
②
の
研
修
テ
ー
マ
は
、今
回
に
引

き
続
き
「
平
成
１２
年
度
こ
う
な
っ
た
不
動
産
の
税
制
②
」
の
発
行
を
予
定

し
て
お
り
ま
す
。
 

【
利
子
税
の
割
合
の
特
例
措
置
】
 

平
成
１２
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
の
相
続

税
の
利
子
税
の
割
合
は
、各
分
納
期
間
の
開

始
の
日
の
属
す
る
月
の
２
月
前
の
月
の
末
日

の
公
定
歩
合
の
割
合
に
年
４
％
を
加
算
し

た
割
合（
延
納
特
例
基
準
割
合
）が
年
７．３
％

に
満
た
な
い
場
合
に
は
、そ
の
分
納
期
間
に

お
い
て
は
、上
記
の
表（
上
段
）の
利
子
税
の

割
合
に
次
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
割

合（
０．１
％
未
満
切
捨
て
）と
な
り
ま
す
。
 

相
続
税
の
延
納
の
利
子
税
率
が
 

次
の
よ
う
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

不動産等の割合が 
50％以上の場合 

不動産等の割合が 
50％未満の場合 

３．６％ 
（２．２％） 

３．０％ 
（１．８％） 

５．４％ 
（３．３％） 

４．８％ 
（２．９％） 

４．２％ 
（２．５％） 

３．０％ 
（１．８％） 

６．０％ 
（３．６％） 

５．４％ 
（３．３％） 

４．２％ 
（２．５％） 

４．８％ 
（２．９％） 

３．６％ 
（２．２％） 

６．０％ 
（３．６％） 

５．４％ 
（３．３％） 

４．８％ 
（２．９％） 

３．６％ 
（２．２％） 

６．６％ 
（４．０％） 

（
注
１
）平
成
１２
年
４
月
１
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
利
子
税
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。
 

（
注
２
）（　）
書
き
は
、利
子
税
の
割
合
の
特
例
措
置
を
適
用
し
た
後
の
利
子
税
率（
公
定
歩
合
年
０．５
％
の
場
合
）で
す
。
 

 

区
　
　
分
 

改
正
前
 

改
正
後
 

延納特例基準割合（４．５％） 
年７．３％ 

（第３種郵便物認可） （4） 

相
続
税
は
、被
相
続
人（
死
亡
し
た
人
）か
ら
相
続
や
遺
贈
に
よ
り
財
産
を
取
得

し
た
人
に
課
税
さ
れ
る
税
金
で
、被
相
続
人
の
遺
産
額（
債
務
・
葬
式
費
用
を
控

除
し
、3
年
以
内
の
生
前
贈
与
財
産
を
加
算
し
ま
す
）が
、遺
産
に
係
る
基
礎
控

除
額
を
超
え
る
場
合
に
、そ
の
超
え
る
額
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
な
お
、配

偶
者
が
遺
産
分
割
や
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
つ
い
て
は
、配
偶
者
の
法
定

相
続
分
ま
た
は
1
億
6，
0
0
0
万
円
ま
で
は
課
税
さ
れ
な
い
優
遇
措
置（
配
偶

者
の
税
額
軽
減
）が
あ
り
ま
す
。
 

（
注
）基
礎
控
除
額
＝
5，
0
0
0
万
円
＋
1，
0
0
0
万
円
×
法
定
相
続
人
の
数
 

相
続
税
の
申
告
と
納
税
は
、被
相
続
人
が
死
亡
し
た
日
の
翌
日
か
ら
10
か
月
以

内
に
行
い
ま
す
。
納
税
は
、金
銭
一
時
納
付
が
原
則
で
す
が
、相
続
財
産
の
大
部
分

が
不
動
産
で
あ
る
な
ど
一
時
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、年
賦
延
納（
最
大
20
年
）や

相
続
財
産
で
納
め
る
物
納
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。な
お
、延
納
が
許
可
さ
れ
ま
す
と
、

延
納
税
額
に
対
し
て
利
子
税
が
か
か
り
ま
す
。
 

◎
次
号
の
お
知
ら
せ
 

質
 
に
 
い
 

ご
 
問
 
つ
 
て
 


